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広報いで　IDE TOWN PUBLIC RELATIONS

　万灯呂山展望台での火気の使用（花火やたき火等）は
固く禁止されています。また展望台を利用した際に出た
ごみは、各自必ず持ち帰るようご協力をお願いします。
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井手町給食日記（Instagram）
　　　　　を開設しました !

自分の子どもが毎日食べている給食を見てみたい…
井手町の無償で食べられる給食が気になる…
そのようなご要望に応えるべく、井手町給食日記（Instagram）
を開設しました！
この Instagram では、井手町の園児・児童生徒が日々食べて
いる給食を掲載します。

井手町給食日記とは？

井手町の給食を見てみたい方、気に
なっている方はぜひご覧ください！
実はとっても美味しいと評判なんで
す…
日々の給食は QR コードからご覧い
ただけます。

【お問い合わせ】
住民福祉課（℡８２－６１６４）

新型コロナウィルスワクチン
　　　接種日時をご確認ください
　井手町では、新型コロナウィルスワクチン接種
を自然休養村管理センターや各医療機関で実施し
ています。現在、２回目の接種が進んでいますが、
今一度接種日時を確認いただき、お忘れのないよ
うにお願いします。
　また、急な用事等で接種できない場合は、早め
に井手町新型コロナワクチン接種相談コールセン
ター（℡８２－２１２１）までご連絡ください。
　暑い日が続いていますので、こまめな水分補給
などの暑さ対策をお願いします。

井手町新型コロナワクチン接種相談コールセンター（℡ 82ー２１２１）

学校給食センター（℡ 8 ２－３６１７）



広報いで R3-083

　井手町では次代を担う子どもの出産を祝い、子育て世帯を応援するために、子育て世
帯の保護者に対し、町独自の井手町出産応援給付金を支給します。

対象者
　・令和 3 年 4 月 1 日以降に生まれ、出生後最初に井手町の住民基本台帳に記録され、
　　かつ給付金の申請を行う日まで引き続き住所を有している児童の保護者
　・対象児童の出生日の 1 年前から引き続き井手町内に住所を有している保護者。
　　上記すべてに該当する保護者に限ります。

支給の内容

　　児童 1 人につき１０万円
申請期間
　対象児童の出生日の翌日から 1 年間、申請が可能です。

申請方法
　申請書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に住民福祉課に提出してください。
　★児童手当の受給口座以外に振込を希望される方は振込口座の確認書類
　★申請者名義の口座に限ります

井手町は
　独自の出産応援給付金で
　　　　　子育て世帯を応援します

　※申請書は住民福祉課窓口又はホームページからダウンロードできます

　★詳細については、ホームページ又は住民福祉課までお問合せください
　お問い合わせは、住民福祉課（℡８２－６１６４）
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　このたび７月１日付で、人権擁護委員に嶋田昌和さん、田中義孝さん、中村育子さんが再任
されました。
　人権擁護委員は、町の推薦を受けて法務大臣から委嘱され、人権について関心を持ってもら
えるような啓発活動や人権相談に取り組んでいます。　

嶋田　昌和さん 田中　義孝さん 中村　育子さん

人権擁護委員名簿（令和３年７月１日現在、敬称略）
氏名 任期

【再任】 嶋田　昌和 令和３年７月１日 ～ 令和６年６月３０日
【再任】 田中　義孝 令和３年７月１日 ～ 令和６年６月３０日
【再任】 中村　育子 令和３年７月１日 ～ 令和６年６月３０日
　　　 村田　照久 令和２年７月１日 ～ 令和５年６月３０日

　井手町では４名の人権擁護委員が、老人福祉センター玉泉苑と賀泉苑において人権相談を行っ
ています。人権に関することで困ったことがあればご相談ください。

○人権相談は下記により行っています。
場　所 玉 泉 苑 賀 泉 苑

相談日 毎月第１月曜日
( 第１月曜日が祝日の場合は第２月曜日 )

毎月第３月曜日
( 第３月曜日が祝日の場合は第４月曜日

相談時間 午後１時～４時 午後１時～４時

■あなたのまちの相談パートナー「人権擁護委員」

　農業委員の任期満了による農業委員会の初会合が７月 14 日（水）自然休養村管理センター
で行われ、会長に奥田英夫さん、会長職務代理に寺島正直さんが選出されました。
　井手町農業委員会は、町長より任命された農業委員 (10 名 ) と農業委員会より委嘱された
農地利用最適化推進委員 ( ２名 ) で組織されています。
　今後、新国道城陽井手木津川バイパスの整備、町役場庁舎等の移転、道の駅の設置などによ
り町内の農地利用・農業を取り巻く環境は変化しますが、農業委員会委員、農地利用最適化
推進委員が連携・協力し、井手町内の「農地利用の最適化・農業振興」に取り組んでいきます。
　令和６年６月 29 日の任期までの農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員は次のとおり
です。（敬称略）

農業委員
●会長　奥田英夫
●会長職務代理　寺島正直
●委員　平間政一、西島登、　寺島正昭、　島田英夫、　
　　　　杉山徳子、谷田利一、　辻󠄀井幸弘、中坊陽

農地利用最適化推進委員
　小川　均（井手地区）
　村田　名良夫（多賀地区）

■農業委員会の新体制がスタートしました



広報いで R3-085

児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
へ

令
和
3
年
度

母
子
家
庭
人
間
ド
ッ
ク
受

診
者
の
募
集
に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
は

８
月
31
日
ま
で
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
所
得
状
況
届
は
９
月

13
日
ま
で
に
、
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。　
　
　
　

　

こ
の
届
出
に
よ
り
、
引
き
続

き
手
当
を
受
け
ら
れ
る
資
格
が

あ
る
か
ど
う
か
審
査
し
、
引
き

続
き
受
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、

新
た
に
証
書
が
交
付
さ
れ
ま

す
。

　

届
出
が
な
い
場
合
、
手
当
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
遅
れ
て
提
出
さ
れ
た
場

合
も
手
当
の
受
け
取
り
が
遅
れ

ま
す
の
で
、
提
出
期
限
ま
で
に

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ご
注
意
】
届
出
を
２
年
間
続

け
て
出
さ
な
い
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
手
当
を
受
け
る
資
格
が

な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得

制
限
に
よ
り
手
当
の
支
給
が
制

限
・
停
止
に
な
っ
て
い
る
方
が

２
年
間
続
け
て
出
さ
な
い
場
合

も
同
様
に
手
当
を
受
け
る
資
格

が
な
く
な
り
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
福

祉
課
（
℡
82
‐
６
１
６
４
）
ま

で

　

母
子
家
庭
の
母
親
の
健
康
管

理
の
一
助
と
し
て
、
京
都
第
一

赤
十
字
病
院
、
日
本
赤
十
字
社

京
都
府
支
部
の
御
厚
意
に
よ

り
、
無
料
で
半
日
の
人
間
ド
ッ

ク
（
検
診
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
実
施
期
間

　

令
和
４
年
１
月
～
令
和
４
年

３
月

■
実
施
場
所

　

京
都
第
一
赤
十
字
病
院
健
診

セ
ン
タ
ー

■
対
象
者

・
現
に
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
（
令
和
３
年
４
月

１
日
時
点
の
受
給
者
）

・
井
手
町
内
に
居
住
す
る
母
子

家
庭
の
母
親
で
あ
っ
て
、
令
和

３
年
４
月
１
日
現
在
満
30
歳
以

上
65
歳
未
満
の
方

・
過
去
に
母
子
家
庭
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
し
た
者
に
あ
っ
て

は
、
昨
年
度
に
受
診
を
し
て
い

な
い
方

■
申
込
方
法

　

京
都
府
山
城
北
保
健
所
綴
喜

分
室
及
び
井
手
町
役
場
に
あ
る

所
定
の
受
診
申
込
書
に
記
入
の

う
え
、
84
円
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
（
宛
名
明
記
）
を
添

え
て
、
同
保
健
所
綴
喜
分
室
ま

た
は
役
場
住
民
福
祉
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
定
員　

　

京
都
府
内（
京
都
市
を
除
く
）

で
80
名
（
定
員
を
超
え
る
申
し

込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
診

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
診
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
返

信
用
封
筒
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。）

■
申
込
締
切

　

令
和
３
年
８
月
31
日
（
火
）

必
着

■
検
査
項
目

　

尿
検
査
、
便
検
査
、
血
液
検

査
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
、
胃
透

視
（
バ
リ
ウ
ム
検
査
）、
心
電

図
検
査
、
内
科
・
子
宮
頸
が
ん

検
査

■
費
用

　

検
査
に
要
す
る
経
費
は
無
料

で
す
が
、精
密
検
査
（
再
検
査
）

及
び
交
通
費
は
本
人
負
担
と
な

り
ま
す
。

■
お
問
い
合
せ

　

京
都
府
山
城
北
保
健
所
綴
喜

分
室
（
℡
63
‐
５
７
４
５
）、

ま
た
は
役
場
住
民
福
祉
課
（
℡

82
‐
６
１
６
４
）
ま
で
。

Ｑ
．
一
部
免
除
を
受
け
た
と
き
、
残
り
の
保
険
料
を

　
　
　
　
　
　
　
　

納
付
し
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
り
ま
す
か

Ａ
．
国
民
年
金
に
は
、
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
の

所
得
（
１
月
か
ら
６
月
ま
で
に
申
請
す
る
場
合
は
前
々
年
の

所
得
）
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や
失
業
し
た
場
合
な
ど
、
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
ご
本
人
か
ら
申
請
し

て
い
た
だ
き
、
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、免
除
さ
れ
る
保
険
料
額
は
、全
額
、４
分
の
３
、

半
額
、
４
分
の
１
の
四
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

 

こ
の
う
ち
、
４
分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免

除
は
、
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
か

ら
一
部
免
除
と
い
い
ま
す
。
こ
の
一
部
免
除
を
受
け
た
保
険

料
の
残
り
の
保
険
料
、
つ
ま
り
一
部
免
除
後
の
保
険
料
は
、

必
ず
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
一
部
免
除
後
の
保

険
料
の
納
付
を
し
な
い
場
合
、
一
部
免
除
が
無
効
と
な
り
、

未
納
期
間
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
一
部
免
除
後
の
保
険
料

を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す
と
、
障
害
な
ど

不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

一
部
免
除
後
の
保
険
料
な
ど
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に

つ
い
て
は
、
納
付
期
限
が
あ
り
ま
す
。
毎
月
の
保
険
料
は
、

納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
納
付
期
限
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
と
時
効
と
な
り
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
納
付

期
限
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
、
未
納
期
間
が
な
い
よ
う
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。
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自動車急発進防止装置
取付費用を補助します

【
対
象
者
】

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

方
。

①
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載

さ
れ
て
い
る
方
で
あ
り
、
申
請

時
に
お
い
て
満
70
歳
以
上
の

方
。

②
非
営
利
か
つ
自
ら
使
用
す
る

目
的
で
補
助
の
対
象
と
な
る
自

動
車
へ
急
発
進
防
止
装
置
を
取

り
付
け
た
方
。

③
自
動
車
運
転
免
許
証
を
所
有

し
て
い
る
方
。

④
取
付
業
者
で
取
り
付
け
を
し

た
方
。

【
補
助
金
の
額
】

　

急
発
進
防
止
装
置
の
取
り
付

け
に
要
し
た
費
用
の
2
分
の
1

を
乗
じ
て
得
た
額
（
百
円
未
満

の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
切
り

捨
て
）
以
内
と
し
、
2
万
円
を

上
限
と
し
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

次
の
①
～
⑦
の
書
類
を
用
意

し
、
高
齢
福
祉
課
に
て
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
井
手
町
自
動
車
急
発
進
防
止

装
置
取
付
費
補
助
金
交
付
申
請

書②
補
助
対
象
経
費
の
内
訳
が
明

記
さ
れ
て
い
る
領
収
書
の
写
し

※
改
造
の
箇
所
及
び
経
費
を
明

ら
か
に
し
た
も
の

③
取
り
付
け
箇
所
の
写
真

④
有
効
期
限
内
に
あ
る
運
転
免

許
証
の
写
し
及
び
自
動
車
検
査

証
の
写
し

⑤
井
手
町
自
動
車
急
発
進
防
止

装
置
取
付
費
補
助
金
交
付
請
求

書⑥
補
助
金
振
込
口
座
の
分
か
る

も
の
（
預
金
通
帳
）

⑦
印
鑑

※
①
お
よ
び
⑤
に
つ
い
て
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
窓

口
に
て
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福

祉
課
（
℡
82
‐
６
１
６
５
）
ま

で
。

井手町自動車急発進
防止装置取付費用補
助のサイト

急発進防止装置
自動車の停止時又は徐行時において、
アクセルペダルが急激に踏み込まれた
際に急発進を抑制し、若しくはアクセ
ルペダルとブレーキペダルが同時に踏
み込まれた場合にブレーキ操作が優先
される装置。

　

町
内
に
居
住
し
て
い
る
満
70

歳
以
上
の
方
に
対
し
て
、
交
通

事
故
の
防
止
や
事
故
時
の
被
害

軽
減
を
図
る
た
め
、
所
有
す
る

自
動
車
へ
の
急
発
進
防
止
装
置

の
取
り
付
け
に
係
る
費
用
の
一

部
に
対
し
て
補
助
を
行
っ
て
い

ま
す
。（
た
だ
し
、
急
発
進
防

止
装
置
を
取
り
付
け
た
日
か
ら

１
年
以
内
と
し
ま
す
。）
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井手町木造住宅耐震診断士
　　　　　派遣事業のご案内

木造住宅耐震改修等の
　　　　　　　補助を行います

　木造住宅の耐震診断を希望される方に対し、耐震診断
士を派遣します。

＜補助対象＞次の要件すべてに該当する木造住宅。
① 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されてい

るもの。
② 昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成してい

るもの。
③ 自己診断（誰でもできるわが家の耐震診断）の評価

が９点以下であるもの。

＜必要な費用＞３０００円（診断一戸あたりの自己負担）

＜申込期間＞令和４年１月３１日（月）まで
　　問い合わせは　建設課（℡８２ ‐ ６１６７）まで

耐震改修
　　・耐震診断結果が１．０未満のものを改修後１．０以上に向上させるもの。
　　※耐震診断については、井手町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱 ( 平成１８年井手
　　　町告示第２４号 ) に基づいた耐震診断士又は建築士によるものに限る。
　　・費用の４/ ５( 最高１００万円 ) を補助します。

簡易耐震改修
　　・屋根を軽量化すること等簡易な改修の方法により耐震性を向上させるもの。
　　・費用の４/ ５( 最高４０万円 ) を補助します。

耐震シェルター設置
　　・住宅が倒壊しても居室内の安全性を確保するもの。
　　・費用の３/ ４( 最高３０万円 ) を補助します。
　　※補助対象となる耐震シェルターについては、ホームページをご覧ください。

＜補助対象＞次の要件にすべて該当する木造住宅。
① 住戸の半分以上の床面積が住宅として使用されているもの。
② 昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成しているもの。
③ 町税等の滞納がない者であること。

＜申込期限＞令和３年１２月２８日（火）まで
　　※受付件数には限りがあります。
　　詳しいお問い合わせは　建設課（℡８２ ‐ ６１６７）まで
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地域包括支援センター（℡８２－３６９０）
地

ち

域
い き

包
ほ う

括
か つ

のひまわり通
つ う

信
し ん

心
こころ

でつなぐ、地
ち
域
いき

でつつむ
“認

にん
知
ち
症
しょう
”

　脱水症は体内の水分量が不足したときに起こります。
大量に汗をかいたり、発熱や下痢などの体調不良で水
分が失われたりすることで、体内に必要な水分量と塩
分量が十分でなくなります。
　脱水症は、年齢を問わずに誰でもなる可能性はあり
ます。特に高齢になると、以下のようなことから脱水
症のリスクが高くなります

脱水症について

　できるだけ早く風通しのよい日陰や冷房が効いてい
る室内等に移動させます。意識があり、吐き気や嘔吐
などがなければ水分補給をしましょう。経口補水液や
スポーツ飲料などもいいでしょう。
　水分が補給できない、症状の改善がみられない、全
身のけいれんがあるなど、手当の判断に迷う場合は、
直ちに 119 番通報しましょう。

脱水症を予防しましょう

・体の中の水分量が減っている
・内臓の動きが低下している
・のどの渇

か わ

きに気づきにくい
・病気や排

は い

泄
せ つ

障がいがある　など

のどの渇きに気づ
きにくい

水分量が減る

ピーンと体操　グーンと体操　シャキッと体操
認知症予防にも効果的な指の体操です♪足

あ し

踏
ぶ

みしながらおこなうとより効果的です。

参考：独立行政法人国立長寿医療研究センター、2011、『認知症予防マニュアル　記憶力の向上を目指したプログラム』

ゆび体操 下図の①から④のような順序で左右同時に指を動かす。くり返しおこなう

① ②

③ ④
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■田辺警察署

井手安心・安全コーナー

防犯機能付き電話機で
　　　　　特殊詐欺対策を！
　特殊詐欺被害の約８割は固定電話にかけてきた犯人と会話したことがきっか
けとなっており、被害に遭わないためには防犯機能付き電話機にすることが有
効です。
　防犯機能付き電話機とは、かかってきた電話に「通話内容を録音します」等
と警告アナウンスを流したり、自動的に通話内容を録音する等の防犯機能を兼
ね備えた電話機のことです。
　この度、田辺警察署では、綴喜防犯協会や京都府電機商業組合の協力のもと、
この電話機を購入される方に補助金を支給いたします。詳しくは田辺警察署ま
でお問い合わせください。

対象者　：京田辺市、井手町、宇治田原町内の店舗で対象機器を購入された方
　　　　　（古物店、インターネット購入を除く。※店舗の指定はありません。）
対象機器：通話内容を録音する自動アナウンスと、会話を自動録音する機能
　　　　　を兼ね備えた防犯機能付き電話機または通話録音装置
補助額　：2,000 円
問合せ先：田辺警察署　生活安全課（TEL：６３－０１１０）

難聴のお子さまを育てる先輩ママのお話を聞いて交流しましょう！
保護者同士の交流会となっており、保育の準備もあります。

・日　時　9 月 11 日 ( 土 )　午後 1 時～午後 3 時
・場　所　京都府聴覚言語障害センター
・対　象　0 歳～ 6 歳の聞こえづらさのあるお子さまのご家族、お子さまの聞こえに
　　　　　不安を感じているご家族
・費　用　無料
・定　員　20 名
・申込み　9 月 9 日（木）までに氏名、TEL・住所・お子様の年齢・聞こえの状況・
　　　　　保育希望の有無・保育時の注意点を明記し、
　　　　　メール・FAX・電話・郵送にて「にじっこ・城陽担当」まで
　　　　　住所：城陽市寺田林ノ口 11-64
　　　　　TEL:0774-30-9000
　　　　　FAX：0774-55-7708
　　　　　MAIL:nanbu-nanchoyoji@kyoto-chogen.or.jp 

「にじっこ・城陽　学習会」
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子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？
子育て支援センターは、親子で一緒に遊んだり、子育ての情報交換や相談のできるところです。
センター内には手作りのおもちゃもたくさんあります。自由に気軽に遊びに来てください♪

【所在地】井手町大字井手小字玉ノ井４８－２（玉川保育園内にあります）
【TEL・FAX】８２－２２３２
【開いてる日】月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前９時半～午後４時

8 月の利用方法について
【開館日】　 月曜日～金曜日（祝日を除く）

【時　間】 　午前の部　10 時～正午　（予約制・２組限定）
　　　　　 午後の部  　2 時～ 4 時　（予約制・２組限定）
　　　　　　　　　　　1 組につき 1 週間に 2 回まで

【予約方法】　・利用希望日の 1 週間前から当日まで予約できます。
　　　　　　・1 回の電話で予約できるのは 1 回分のみです。
　　　　　　・センターを利用された際に次回の予約をしていただけます。
　　　　　　　※予約後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。

【相談事業】　電話相談　　午前 9 時半～午後 4 時
　　　　　　来所相談　　午前 10 時～正午・午後 2 時～３時
　　　　　　　　　　　　の時間帯の中で日程を調整しますので、ご予約
　　　　　　　　　　　　ください。※相談時間は 1 組 1 時間程度です。
 　　その他詳しい情報については、井手町のホームページに掲載される
　　「子育て支援センターだより」をご覧ください。

あそびのテイクアウト
　「花火」
　子育て支援センターに
立ち寄った方は、製作キット
をテイクアウトしていただけ
ます。（未就園児対象）

ＥＮＪＯＹ♪しえんセンター
　「たぬきのお人形」
　たぬきのお人形を作って、
一緒にわらべうたあそびを楽
しみましょう♪

●一時預かり「いちごぐみ」の利用について
お仕事や冠婚葬祭、リフレッシュなどのために
一時預かりを行っております（有料）

【利用時間】 平日 8：30 ～ 16：30  土曜 8：30 ～ 12：00
【利用料金】 一日　2000 円　半日　1000 円　給食費　250 円

　利用の際には事前の面談と予約が必要です。
　その他詳細については子育て支援センター
　（℡ 82 － 2232）までお問合せください。

子育て支援センターのYouTube
チャンネルができました !!
　製作・手遊び・レシピ動画など、
親子で楽しめる動画を配信して
いきます♪ぜひ見てください。

○帰省で家族が集まり、天ぷらなど揚げ物を
　する機会が多くなります。調理中にコンロ
　から離れるときは必ず火を消しましょう。
○火のついたローソク・線香は倒れないよう
　注意しましょう。また、蚊取り線香は専用
　の器具で使用しましょう。
○湿気の多い時期、長い間差しっぱなしのコ
　ンセントでトラッキング現象により火災が
　起こることがあります。ときどきはプラグ
　を抜いて、乾いた布でホコリを掃除してく
　ださい。

消防署からお知らせ

「夏も火の用心！」
　この時季は暑さによる不注意や、帰省・行楽で外出する際
の火の不始末などが原因で火災が起こりやすくなります。各
家庭や地域ぐるみで火災を予防しましょう。

＊お問い合わせは、京田辺市消防署井手分署
　　　　　　　　　　　　（℡ 82 ‐ ３０００）
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人権について考えよう！
人権講座「きらめき」
◇日時・内容

日　　時

第２回 ８月３１日（火）
午後７時～８時半

『同和保教育からの発信－ With の力－』
［講師］竹口　等 さん
（京都文教大学名誉教授）

第３回 ９月９日（木）
午後２時～３時半

『子ども家庭を適切に護り、育てることについて
～日常生活と支援実務～』

［講師］川畑　隆 さん
（京都橘大学教授）

第４回 ９月３０日（木）
午後７時～８時半

『同和地区の課題と隣保館
- 京都府・市におけるフィールドワークから』

［講師］中川　理季 さん
（（公財）世界人権問題研究センター 専任研究員）

◇場　所　　いづみ人権交流センター 研修棟
◇対　象　　１６歳以上の井手町在住または在勤者
◇定　員　　各２５人（定員を超えた場合はご希望に添えない場合があります。）
◇申込み　　いづみ人権交流センターへ、電話かファックスでお申込みください。

◇日　時　９月９日（木）午前１０時～１１時半
◇場　所　いづみ人権交流センター 研修棟
◇内　容　〈演題〉「今こそ絵本の出番です！」
　　　　　〈講師〉 京都嵯峨美術大学・短期大学、佛教大学非常勤講師
　　　　　　　　　えほん館店長　花田　睦子　さん
◇対　象　１６歳以上の町内在住または在勤者
◇申込み　９月３日（金）までに教育委員会社会教育課（℡ 82-5700　ＦＡＸ 82-5701）または、
　　　　　いづみ人権交流センターへ電話かファックスでお申込みください。
　　　　　※この講演会は、家庭教育学級第３回講座（人権学習）をかねています。

○その他　・お子様連れの受講はご遠慮願います。
　　　　　・感染拡大防止のため、状況により各種事業が中止または延期になる場合があります。
　　　　　・新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、来館時はマスクの着用、手指の消毒、
　　　　　　体温の測定（非接触型）を実施します。発熱などの症状がある場合は来館をご遠慮
　　　　　　願います。
○詳しくは、いづみ人権交流センターまでお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（℡ 82-3380　ＦＡＸ 82-4112）

　いづみふれあい学級講演会（第１回 : 子どもの人権を考える）

■『がんと診断されて頭が真っ白』『誰かに話を聞いてもらいたい』など、がんに関わる様々な相談をお
受けする窓口として、京都府山城北保健所にて出張相談を行いますのでご利用ください。　

（日　時）　9 月 14日 ( 火 )、10月 12日 ( 火 )
　　　　　　いずれも午後１時３０分から３時３０分
　（場　所）　京都府山城北保健所（山城広域振興局宇治総合庁舎内）
　（相談員）　京都府がん総合相談支援センターの保健師又は看護師
　（相談料）　無料
　（予　約）　実施日の前日午後４時までに下記フリーダイヤルへお申し込みください。
　　　　　　京都府がん総合相談支援センター（京都市南区東九条下殿田町 43　メルクリオ京都２階）
　　　　　　　　　　　 　フリーダイヤル　０１２０－０７８－３９４
■京都府がん総合相談支援センターでは電話及び対面相談を、月～金（祝日・年末年始を除く）の
　午前９時～正午、　午後１時～４時に実施していますので、こちらもご利用ください。

■出張がん個別相談会のお知らせ
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●

Information

おしらせ
日
時
／
９
月
５
日
（
日
）
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前
９
時
～
正
午

場
所
／
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辺
市
消
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手
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会
議
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定
員
／
５
名
程
度
（
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
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を
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け
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参
加
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／
無
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受
付
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９
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３
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金
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時
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井
手
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「
救
命
講
習
会
開
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の
お
知
ら
せ
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「
特
定
計
量
器
定
期
検
査

　
　
　（
は
か
り
の
定
期
検
査
）」

　

事
業
所
等
で
「
取
引
」「
証
明
」
に
使

用
さ
れ
る
特
定
計
量
器
（
は
か
り
等
）
は
、

計
量
法
に
よ
り
２
年
に
１
回
の
定
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検
査

を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
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和
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度
特
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康

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
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方

＊
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

《
社
協
♥
生
き
生
き
体
操
教
室
》

日
時
／
８
月
18
日
（
水
）・
25
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
玉
泉
苑
《
定
員
22
人
》

日
時
／
９
月
１
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
賀
泉
苑
《
定
員
22
人
》

対
象
／
概
ね
70
歳
以
上
の
方

＊
お
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

【
介
護
予
防
事
業
】

《
脳
ト
レ
教
室
ひ
ま
わ
り
》

日
時
／
８
月
25
日
（
水
）・
９
月
８
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
９
月
１
日
（
水
）・
８
日
（
水
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

対
象
／
65
歳
以
上
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含

め
、
予
防
ゲ
ー
ム
や
脳
ト
レ
に
興
味
の
あ

る
方
は
年
齢
関
係
な
く
参
加
可
能
）

持
ち
物
／
お
茶
（
水
分
補
給
用
）

費
用
／
無
料

・
申
込
み
は
不
要
で
す

・
こ
の
教
室
で
は
認
知
症
の
こ
と
や
介
護

な
ど
の
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で

子 

育 

て

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
２
歳
６
カ
月
児
歯
科
健
康
診
査
》

日
時
／
８
月
23
日
（
月
）

対
象
／
Ｈ
30
・
11
・
14
～
Ｈ
31
・
３
・
23

生
ま
れ

受
付
／
個
別
案
内

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
１
歳
６
カ
月
児
健
康
診
査
》

日
時
／
９
月
６
日
（
月
）

対
象
／
Ｒ
２ 

・
１ 

・
１
～
Ｒ
２
・
３
・
６

生
ま
れ

受
付
／
個
別
案
内

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー
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＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、保
健
セ
ン
タ
ー（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

日
時
／
８
月
20
日
（
金
）・
９
月
３
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
～
午
後
１
時
50
分

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　

相
談
室

＊
こ
こ
ろ
の
相
談
室
は
予
約
制
で
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
消
費
生

活
相
談
】

日
時
／
８
月
16
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
９
月
６
日
（
月
）

　
　
　

午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
９
月
６
日
は
行
政
相
談
も
行
い
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

＊
消
費
生
活
相
談
は
、
電
話
で
も
相
談
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
相
談
専
用
番
号

（
℡
０
９
０
‐
５
８
８
９
‐
５
３
６
７
）

ま
で

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
８
月
23
日
（
月
）

　
　
　

午
後
２
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

各 
種 

相 

談

（
℡
82
‐
３
９
０
１
）
ま
で

【
障
が
い
者
相
談
】

日
時
／
８
月
24
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
４
時

場
所
／
役
場
西
別
館
１
階
会
議
室

＊
障
が
い
者
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡

82
‐
６
１
６
５
）
ま
で

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
予
定
さ
れ
て
い
る
事
業
等
が
中
止
・

変
更
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
イ
ベ
ン
ト
等
各
事
業
中
止
の
お
知
ら
せ
】

　

毎
年
８
月
下
旬
に
実
施
し
て
お
り
ま
す

「
美
化
運
動
」
を
は
じ
め
、
第
50
回
町
民

体
育
大
会
及
び
年
内
の
ス
ポ
ー
ツ
協
会
主

催
の
各
事
業
、
第
42
回
井
手
町
文
化
祭
、

高
齢
者
教
室
（
井
手
玉
川
大
学
）
全
講
座

は
、
い
ず
れ
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
中
止
と
い
た
し

ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
各
事
業
主
催
団
体

の
事
務
局
（
井
手
町
教
育
委
員
会
℡
82
‐

５
７
０
０
）
ま
で

　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇

　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇

令和３年度自衛官募集案内
１　募集種目及び試験期日等

種　目 受付期間 試験期日 資　格

自衛官候補生
男　子

年間を通じて行っております。 受付時にお知らせします。※
１８歳以上３３歳未満の者

（３２歳の者は、採用予定月の１日から起
算して３月に達する日の翌月の末日現在、
３３歳に達していない者）女　子

防衛大学校
学　　　生

推　薦
９月５日 ( 日 ) ～９月１０日 ( 金 )

９月２５日 ( 土 )・２６日 ( 日 )
１８歳以上２１歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専３年次修了（見
込含）で成績優秀かつ生徒会活動等に顕
著な実績を修め、学校長が推薦できる者

総　合
選　抜

１次：９月２５日 ( 土 )
２次：１０月３０日 ( 土 )・３１日 ( 日 )

１８歳以上２１歳未満の者
（自衛官は２３歳未満）
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見
込含）一　般 ７月１日(木)～１０月２７日(水) １次：１１月６日 ( 土 )・７日 ( 日 )

２次：１２月７日 ( 火 ) ～１１日 ( 土 )

防衛医科大学校
医学科学生 ７月１日(木)～１０月１３日(水) １次：１０月２３日 ( 土 )

２次：１２月１５日 ( 水 ) ～１７日 ( 金 ) １８歳以上２１歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専３年次修了者（見
込含）防衛医科大学校

看護学科学生
( 自衛官候補看護学生 )

７月１日 ( 木 ) ～１０月６日 ( 水 ) １次：１０月１６日 ( 土 )
２次：１１月２７日 ( 土 )・２８日 ( 日 )

（注）※令和４年３月高等学校卒業予定者又は中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、
　　　令和３年９月１６日以降に行います。詳細につきましては、下記に確認してください。

２　受付及び問い合わせ先
　（１）　自衛隊京都地方協力本部（京都市中京区西ノ京笠殿町３８　℡ ０７５－８０３－０８２０）
　　　　URL・https://www. mod.go.jp/pco/kyoto/　Email・recruit1-kyoto ＠ pco.mod.go.jp
　（２）　宇治地域事務所（宇治市広野町西浦７１－５　S.C OKUBO ２０２号室　℡４４－７１３９）
　（３）　その他　自衛隊各駐屯地・各基地においても案内を行っています。
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【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

※
休
館
日
、
行
事
等
は
状
況
に

よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月

　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
の
た
め
、
午
後
５
時
ま

で
の
開
館
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
図
書
館
ま
で

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

☆
８
月
・
９
月
の
休
館
日

８
月
16
・
23
・
26
・
30
日

９
月
６
・
13
・
21
・
24
・
27
・

30
日

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１

週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介

　

８
月

一
般
書

「
ゾ
ウ
に
魅
か
れ
た
容
疑
者
」

　
　
　
　
　
　
　

 

大
倉 

崇
裕

「
朔
が
満
ち
る
」　　

 

窪 

美
澄

「
が
ん
消
滅
の
罠 

２ 

暗
殺
腫

瘍
」　　
　
　
　
　

岩
木 

一
麻

「
照
降
町
四
季 

４ 

一
夜
の
夢
」

　
　
　
　
　
　
　

 

佐
伯 

泰
英

「
ア
ガ
ワ
流
生
き
る
ピ
ン
ト
」

　
　
　
　
　
　

 

阿
川 

佐
和
子

「
評
決
の
代
償
」

　
　
　
　

グ
レ
ア
ム
・
ム
ー
ア

「
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」

児
童
書

「
た
い
せ
つ
な
ぎ
ゅ
う
に
ゅ
う
」

　
　
　
　
　

キ
ッ
チ
ン
ミ
ノ
ル

「
お
お
き
な
か
べ
が
あ
っ
た
と

さ
」　　
　
　
　
　

広
瀬 

克
也

「
カ
ラ
フ
ル
な
ひ
と
り
ご
と
」

　
　
　
　
　
　

 

種
村 

有
希
子

「
街
ど
ろ
ぼ
う
」

　
　
　
　
　

ｊ
ｕ
ｎ
ａ
ｉ
ｄ
ａ

「
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
の
ゾ
ワ
ゾ

ワ
ゾ
ク
ゾ
ク
よ
う
か
い
ま
つ

り
」　　
　
　
　
　

原 

ゆ
た
か

８
月
・
９
月
の
図
書
館
行
事

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

９
月
11
日
（
土
） 

午
後
１
時
半

か
ら　

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
集

会
室

《
夏
季
特
別
展
》　
〈
安
心
・
安

　新潟成南高校野球部
を乗せたバスが事故に
合い、部員の半数が重
傷を負う。一方、強豪・
鳥屋野高校野球部は監
督のパワハラで部員が
激減。２つの高校が連
合チームを組み甲子園
出場に挑む！　胸が熱
くなる高校野球小説。

大連合
堂場 瞬一

　運動ニューロン疾患
でありながら、ただ「生
き 延 び る 」 だ け で な
く「より良く」生きる
ために、人類初のフル
サイボーグとなった著
者。「人として生きる
こと」の定義はどう変
わるのか。ＡＩと人類
の関係を根本から問い

ネオ・ヒューマン
ピーター・スコット - モーガン

直す。

あかいさんりんしゃ
犬飼 由美恵

怪談絵本。

　登校中、ぼくは赤い
三輪車に乗った女の子
を見かけた。「どこい
くの？」と言うので、

「がっこうだよ」と答
えた。それから、どこ
へ行っても、三輪車に
乗った女の子が現れて
…。不安が恐怖につな
がる“きちんと怖い”

全
、
気
象
の
こ
と
ば
〉

８
月
７
日
（
土
）
～
20
日
（
金
）

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
展

示
ロ
ビ
ー

８
月
・
９
月
の
出
張
貸
出

☆
賀
泉
苑
（
毎
週
水
曜
日 

午

前
10
時
～
正
午
）

８
月
11
・
18
・
25
日

９
月
１
・
８
・
15
・
22
・
29
日

☆
玉
泉
苑
（
毎
週
木
曜
日 

午

後
２
時
～
午
後
４
時
）

８
月
12
・
19
・
26
日

９
月
２
・
９
・
16
・
30
日

☆
Ｊ
Ａ
井
手
支
店
（
月
１
回 

午
前
10
時
～
正
午
）

８
月
10
日

９
月
３
日

時計がない！
小松原 宏子
　ミコの１０歳の誕生
日の朝、世界中から時
計が消えた！ミコの大
事なめざまし時計「り
んりんちゃん」も見当
たらない。そんななか、
ふしぎな転校生・時野
メグミがやってきた。
メグミは時計がなくて
も時間がわかるといっ
て…。
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ごみは、朝９時までに出してください。
★燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク包装容器、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて出
　してください。
★刈り草も透明または半透明の袋で出してください。刈枝は長さ 50㎝以下、太さ 5㎝以下にして、ひもで束
　ねて燃やすごみの日に出してください。ダンボール、紙袋等の中身が見えない袋では出さないでください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（℡ 82 ‐ 6168）してください。（テレビ・冷
　蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
　※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）の収集は全地区
　毎週月曜日です。

ごみ収集日程表（8月 11日～ 9月 10日）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン ペット

ボトル 粗大ごみ プラマーク
容器包装 その他

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 8 月 19 日 8 月 12 日
9 月 9 日 9 月 2 日 8 月 26 日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 8 月 20 日 8 月 13 日
9 月 10 日 9 月 3 日 8 月 26 日 水曜日 火曜日

上 井 手 区
多 賀 全 区 火・金曜日 8 月 26 日 8 月 12 日

9 月 9 日 9 月 2 日 8 月 19 日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

し尿収集日程
収集日 し尿収集

区域番号 収 集 区 域

８月 31 日 ④ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、北口、西北組、茶臼塚、新造、東北組、
甚五郎谷

9 月 3 日 ⑦ 西南組、東南組、立石、小払、岩倉、馬場崎、上山田

8 月 18 日
9 月 8 日 ⑩ 内垣内、帽子田、下川、判ノ地、高橋、宮ノ後、蛇谷、粟岡、安堵山、起、佃、

平山

8 月 23 日 ⑬ 里、玉ノ井、西高月、清水、栢ノ木、西山、新四郎山、西垣内、中垣内、東垣内、
田村新田

8 月 25 日 ⑮ 川久保、北玉水、辻󠄀垣内、野畑、山田、南玉水、段ノ下、扇畑、浜田、柏原

8 月 27 日 ② 阿弥陀寺、梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、北溝、南溝、柴木田、
下赤田

※ し尿収集日程に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

古紙の日に出せるもの・出し方
●「新聞」「雑誌」「ダンボール」「紙パック」「雑紙」（その他の紙類）です。（雑紙：チラシ・紙箱・包装紙・封筒など。
　雑紙についているビニールやホッチキスの針は取り除いてください。）
●「新聞」「雑誌」「ダンボール」は、例えば「新聞」なら「新聞」だけで何枚か束にして、ひもなどで十文字に束ねて、
　種類ごとに出して下さい。
●ひもなどで束ねにくい小さな紙切れ（雑紙）は、上口の開いている紙袋に、束にしてきれいに敷きつめるか、透明袋に
　入れれば出すことができます。
　  ※ダンボール箱や口の開いていない紙箱の中に入れて出さないでください。「新聞」「雑誌」「ダンボール」「紙パック」「雑紙」それぞれで
　　　リサイクルの方法が違います。また、ひと目でごみの種類が確認できない方法のごみ出しは、収集の効率を低下させます。
●紙パックは中身を飲み終えたらすぐに水でよく洗い、切り開いて十分に乾燥させてから、ひもなどで束ねてください。
●出来るだけ地域の集団回収に出してください。
●汚れのひどい紙、複写式伝票、レシート等の感熱紙、圧着はがきなどの粘着物のついた紙、洗剤の紙箱などのにおいの
　ついた紙、防水加工された紙、アイロンプリントなどの捺染紙、感熱性発泡紙は燃やすごみです。

（古紙）



月日 曜日 行　　　　事

8/11 水 パソコン教室 ( 午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )

12 木 山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑・予約制）
13 金

14 土 新型コロナワクチン集団接種（午後２時～５時、自然休養村管理センター）

15 日 新型コロナワクチン集団接種（午前９時～午後４時半、自然休養村管理センター）

16 月 心配ごと相談・人権相談・消費生活相談（午後１時～４時、賀泉苑・予約制）

17 火 ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

18 水
育児相談（午前９時～ 11 時、保健センター・予約制）
パソコン教室 ( 午後１時～３時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター )
社協生き生き体操（午後１時半～３時、玉泉苑・予約制）

19 木 手芸教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

20 金 こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）

21 土 新型コロナワクチン集団接種（午後２時～５時、自然休養村管理センター）

22 日 新型コロナワクチン集団接種（午前９時～午後４時半、自然休養村管理センター）

23 月 無料法律相談 ( 午後２時～４時、玉泉苑・予約制）
２歳６カ月児歯科健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）

24 火 障がい者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階会議室・予約制）

25 水
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、賀泉苑）
社協生き生き体操（午後１時半～３時、玉泉苑・予約制）
パソコン教室 ( 午後７時～９時、いづみ人権交流センター )

26 木 健康教室（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）

27 金 大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

28 土 新型コロナワクチン集団接種（午後２時～５時、自然休養村管理センター）

29 日 新型コロナワクチン集団接種（午前９時～午後４時半、自然休養村管理センター）
30 月
31 火 人権講座「きらめき」（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

9/1 水
無火災デー防火パレード
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
社協生き生き体操（午後１時半～３時、賀泉苑・予約制）

2 木 山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、玉泉苑・予約制）

3 金 おもちゃ図書館（午前 10 時～正午、JA 京都やましろ井手町支店）
こころの相談室（午前 11 時～午後１時 50 分、いづみ人権交流センター・予約制）

4 土
5 日

6 月 心配ごと相談・人権相談・行政相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑・予約制）
１歳６カ月児健康診査（受付時間は個別案内、保健センター）

7 火

8 水 育児相談（午前 10 時～ 11 時半、西部公民館・予約制）
脳トレ教室ひまわり（午後１時半～３時、賀泉苑・いづみ人権交流センター）

9 木
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑・予約制）
いづみふれあい学級（午前 10 時～ 11 時半、いづみ人権交流センター）
人権講座「きらめき」（午後２時～３時半、いづみ人権交流センター）

10 金 大正琴教室（午前 10 時～正午、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

※新型コロナウイルスの影響により、予定されている事業等が中止・変更になる恐れが
あります。事前にご確認をお願いします。

まちのカレンダー
（8月 11日～ 9月 10日）

　　　　　　　

　さくらでは、現在、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、店内での飲食を中止
し、お持ち帰りのお弁当（500 円）をご用意し
ています。ぜひお立ち寄りください。

お持ち帰りのお弁当で営業中です！

営業時間　午前９時～午後 4 時半
定休日　　日曜・祝日　　　　　　　　（℡ 0774-82-3174）

玉水駅前休憩所 さくら

日替わり弁当の一例「天ぷら」

おめでとうございます
(6 月 11 日から 7 月 10 日までの届け出分・敬称略 )
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公共施設電話番号一覧
名　称 電話番号 名　称 電話番号
市外局番　0774 市外局番　0774

総務課 82-6161 保健センター 82-3385

地域創生推進室 82-6170 地域包括支援センター 82-3690

企画財政課 82-6162 泉ヶ丘中学校 82-2070

税務課 82-6163 井手小学校 82-2119

住民福祉課 82-6164 多賀小学校 82-2112

高齢福祉課 82-6165 玉川保育園 82-2153

保健医療課 82-6166 多賀保育園 82-2225

建設課 82-6167 いづみ保育園 82-4160

産業環境課 82-6168 子育て支援センター 82-2232

上下水道課 82-6169 環境衛生センター 82-4651

会計課 82-6171 学校給食センター 82-3617

議会事務局 82-6172 まちづくりセンター椿坂 82-3838

教育委員会 ( 学校教育課 ) 82-4333 町立デイサービスセンター 99-4318

山吹ふれあいセンター
82-5700

老人福祉センター「玉泉苑」 82-3499

（図書館・社会教育課） 老人福祉センター「賀泉苑」 82-5059

いづみ人権交流センター
82-3380
82-4112

京田辺市消防署　井手分署 82-3000

同和・人権政策課
井手町役場　代表番号 82-2001

いづみ児童館
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